
◆ 中学生向け講座
契約の基礎を学ぶとともに、中学生世代にトラブル
が増加しているインターネットショッピング、オン
ラインゲームについて、またキャッシュレス決済の
基礎についても学びます。

◆ 高校生向け講座
アルバイト感覚で気軽に始めた副業で陥りがちなト
ラブルやマルチ商法、男女ともに増加傾向にあるエ
ステのトラブルなど成人年齢を迎える高校生が消費
者トラブルついて知識を深めます。

◆ 大学生向け講座
18歳成人で、すべての大学生が自分の判断で契約が
行えるようになりました。マルチ商法、副業、脱毛
エステなど、若年者が注意すべき契約を伴う消費者
トラブル等について学びます。

◆ 特別支援学校の生徒向け講座
契約の基礎を学ぶとともに、日常生活に即した形で
消費者トラブル事例について理解を深め、トラブル
を回避する術を学ぶ講座です。

消費者教育教材「社会への扉 ― 12のクイズで学ぶ自立した消費者―」等を活用した動画講座です。

各学校向け動画の講師は、令和6年度に実施した「外部講師を活用した実践的な消費者教育講座」の

委託先である公益社団法人全国消費生活相談員協会が担当しています。

オンデマンド講座のご案内
「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」

特別支援学校(高等部)向け消費者教育用教材

こちらもご利用ください

「ショウとセイコと学ぼう!大切な契約とお金の話」

特別支援学校(高等部）の知的障害のある生徒を
主な対象とする消費者教育用教材です。基礎編から
実践編まで、スライド教材中心に構成されています。

お問合せ先：消費者庁消費者教育推進課 TEL03-3507-7566
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